
第三者評価・介護サービス情報の公表に関する仕組 

（資料出典：「社会福祉法人監事監査の手引き」新会計基準版 東社協刊） 

措置施設等 

○救護施設○

婦人保護施設

○乳児院○児

童養護施設○

知的障害児施

設○知的障害

児施設○知的

障害児通園施

設○肢体不自

由児施設 

社会福祉・介護サービスの質の確保 指導監査（行政） 

（最低水準の確保） 

介護サービス 

情報の公開

（適切な事業者サービス

の選択に資する） 

福祉サービス第三者評価 

（サービスの質、運営内容・経営内容の課題改善） 

全ての介護保険事業所 

○指定居宅サービス事業者○指定居宅介

護支援事業者○指定介護予防サービス事

業者○指定介護老人福祉施設○介護老人

保健施設○指定介護療養型医療施設 

その他 

○養護老人

ホーム○軽

費老人ホー

ム等 

保育所 

自立支援給付費事業等 

○障害福祉サービス事業（居宅介

護、重度障害者等包括支援、共同生

活援助、共同生活介護、就労移行支

援等）○地域生活支援事業○相談支

援事業○障害者支援施設○知的障

害者援護施設○身体障害者更正援

護施設 
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